
（１）基本料金（介護保険給付対象費用）

　 　施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって施設利用料が異なります。）

別紙３（利用約款第５条関係）令和元年５月改正

㉝ 所定疾患施設療養費（Ⅰ） ２３５ 円／日 １月に１回連続する７日を限度、㉜と併用不可

㉞ 所定疾患施設療養費（Ⅱ） ４７５ 円／日 １月に１回連続する７日を限度、㉜と併用不可

㉛ かかりつけ医連携薬剤調整加算 １２５ 円／日 １回限り

㉜ 緊急時治療管理加算 ５１１ 円／日 １月につき３日限り１回

㉙ 療養食加算 ６ 円／回 １日につき３回を限度、㉔㉕㉖と併用可

㉚ 在宅復帰支援機能加算 １０ 円／日

㉗ 口腔衛生管理体制加算 ３０ 円／月

㉘ 口腔衛生管理加算 ９０ 円／月 口腔ケア月２回以上、㉗の算定必要

㉕ 経口維持加算（Ⅰ） ４００ 円／月 計画作成日から６ヶ月以内、㉔と併用不可㉒の算定必要

㉖ 経口維持加算（Ⅱ） １００ 円／月 計画作成日の属する月から起算して６ヶ月を超えた場合

㉓ 低栄養リスク改善加算 ３００ 円／月 計画作成日から６月以内の期間に限り

㉔ 経口移行加算 ２８ 円／日 ㉒の算定必要

㉑ 訪問看護指示加算 ３００ 円／回 １回限り

㉒ 栄養マネジメント加算 １４ 円／日

⑲ 退所時情報提供加算 ５００ 円／回 １回限り

⑳ 退所前連携加算 ５００ 円／回 １回限り

円／回 １回限り

１回限り、㉒の算定必要

⑱ 施行的退所時指導加算 ４００ 円／回 ３月間に限り１月に１回を限度

⑰ 入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０ 円／回 １回限り

⑮ 再入所時栄養連携加算 ４００ 円／回

⑦ 外泊時加算 ３６２ 円／日 １月に６日を限度

⑨ ターミナルケア加算（死亡日） １，６５０ 円／日

⑧ 在宅サービスを利用したときの費用 ８００ 円／日 １月に６日を限度

⑥ 若年性認知症入所者受入加算 １２０ 円／日 ㊲と併用不可

⑤ 認知症ケア加算 ７６ 円／日

④ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０ 円／日 入所日から３ヶ月以内、週に３回を限度

③ 短期集中リハビリテーション実施加算 ２４０ 円／日 入所日から３ヶ月以内

② 夜勤職員配置加算 ２４ 円／日

項　目 利用者負担額 備　考

① 身体拘束廃止未実施減算 １０ ％／日 減算

　　 各種加算（加算項目に該当した場合には、次の自己負担金が必要になります。）

要介護３ ８８０ 円 ８０４ 円

要介護４ ９３１ 円 ８５６ 円

要介護２ ８１９ 円 ７４３ 円

要介護５ ９８４ 円 ９０７ 円

介護老人保健施設こまち　介護保健施設サービス利用料金

区　分
多床室（４人室） 従来型個室

施設利用料（１日） 施設利用料（１日）

要介護１ ７７１ 円 ６９８ 円

⑩ ターミナルケア加算（２～３日） ８２０ 円／日

⑪ ターミナルケア加算（４～３０日） １６０ 円／日

⑫ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ３４ 円／日

⑬ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ４６ 円／日

⑭ 初期加算 ３０ 円／日 入所後３０日間を限度

⑯ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０



（２）その他の費用（介護保険給付対象外費用）

　 往診や入通院により対応し、医療保険適用により別途自己負担金があります。

※★印については消費税（８％）が含まれています。

※居住費は、外泊期間中も算定させて頂きます。（外泊時加算算定限度の６日間以降の外泊についても同様）

※医療について、当施設の医師で対応できる医療、看護につきましては介護保険給付サ－ビスに含まれていますが、

　 当施設の医師では対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医療については、併設の診療所等での

コピー代 １０ 円／枚 サイズに関わらず

レクリエーション費 ★実費 希望に応じて行う屋外レクリエ－ション等の拝観料、入場料、教材費

車イス等貸出料 ★１０８ 円／日 外出・外泊時使用者のみ　※左記は１台分の料金

通信費 ★３２ 円／回 電話代

理美容代 １，０００ 円／回 希望に応じて

家電持込料 ★２２ 円／日 テレビ、ラジオ、電気毛布等使用者のみ

上着、ズボン、肌着、ズボン下、下着

小 ５０ 円／点 靴下、タオル

臨時 ★６８０ 円／袋 １袋

大 ２００ 円／点 バスタオル、上着・ズボン上下セット

日常生活品費 １２３ 円／日 石鹸、ボディーソープ、シャンプ－、トイレットペ－パ－、歯ブラシ、歯磨き粉等

ウール素材、特大など別途料金あり

日割 ★２１６ 円／日 日割り

教養娯楽費 ８２ 円／日 レクリエーション、教材費等

施設洗濯代

月額 ★５，４００ 円／月

中 １００ 円／点

居住費
個室

基本額 １，６８５ 円／日 市町村民税課税世帯に属する場合

第１段階 ４９０ 円／日

第３段階 １，３１０ 円／日 市町村民税世帯非課税で第１・２段階非該当の者

第３段階 ３７０ 円／日 市町村民税世帯非課税で第１・２段階非該当の者

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者又は生活保護者

第２段階 ４９０ 円／日 市町村民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の者

０ 円／日 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者又は生活保護者

第３段階 ６５０ 円／日 市町村民税世帯非課税で第１・２段階非該当の者

第２段階 ３７０ 円／日 市町村民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の者

居住費
多床室
（４人室）

基本額 ４９０ 円／日

市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者又は生活保護者

第２段階 ３９０ 円／日 市町村民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の者
食費

基本額 １，５９０ 円／日 市町村民税課税世帯に属する場合

第１段階 ３００ 円／日

市町村民税課税世帯に属する場合

第１段階

㊽ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １ヶ月実績単位×１．６％

項　目 利用者負担額 備　考

㊻ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １ヶ月実績単位×３．９％

㊼ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） １ヶ月実績単位×２．９％

㊸ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ １２ 円／日 介護職員総数のうち介護福祉士５０％以上

㊺ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） ６ 円／日 直接提供する職員総数のうち勤続３年以上３０％以上

㊹ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ６ 円／日 看護・介護職員総数のうち常勤７５％以上

円／日

㊴ 褥創マネジメント加算 １０ 円／月 ３月に１回を限度

㊲ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００ 円／日 入所日から７日を限度

㊱ 認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４

㊳ 認知症情報提供加算 ３５０ 円／回 １回限り

㉟ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３ 円／日

介護職員総数のうち介護福祉士６０％以上円／日１８サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ㊷

㊵ 排せつ支援加算 １００ 円／月 支援開始の属する月から６月以内の期間に限り

㊶ 地域連携診療計画情報提供加算 ３００ 円／回 １回限り


